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特定の製造者が製造するミャンマー産食品の取扱いについて 

 

 今般、モニタリング検査の結果、ミャンマー産容器包装詰加圧加熱殺菌食品から

サイクラミン酸が検出され、食品衛生法違反として取り扱われた事例があったこと

から、下記製造者が製造する加工食品については、本日以降、製品毎の初回輸入時

において輸入者に対しサイクラミン酸に係る自主検査を指導するようお願いしま

す。 
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